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金融機関（注）は、中小企業又は住宅ローンの借り手から申込
みがあった場合には、貸付条件の変更等を行うよう努める。

（注）銀行、信金・信組・労金・農協・漁協及びその連合会、農林中金

・金融機関の責務を遂行するための体制整備。

・実施状況と体制整備状況等の開示。（虚偽開示には罰則を付与。）

・法律の施行に
併せて、検査マ
ニュアル、監督
指針を改定。

・中小企業融資・
経営改善支援へ
の取組み状況を
重点的に検査・
監督。

検査・監督
上の措置

・実施状況の当局への報告。（虚偽報告には罰則を付与。）

・当局は、報告をとりまとめて公表。

金融機関の努力義務

金融機関自らの取組み

行政上の対応

・政府関係金融機関等についても、貸付条件の変更等に柔軟に対応するよう努めることを要請。
・金融庁幹部が、中小企業庁等と連携し、全国各地の中小企業等と意見交換。
・金融機能強化法の活用の検討促進。

その他の措置

・信用保証制度の充実等。

更なる支援措置
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中小企業等に対する金融円滑化対策の総合的パッケージ 
＜骨子＞ 

 
Ⅰ.「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に 
関する法律」の制定 
＜法律の概要＞ 
１． 金融機関の努力義務 
・ 金融機関は、中小企業者又は住宅ローンの借り手から申込

みがあった場合には、できる限り、貸付条件の変更等の適

切な措置をとるよう努める。 
（注）対象となる金融機関は、銀行・信金・信組・労金・農協・漁協及びそ

の連合会、農林中金。 

・ 金融機関は、申込み又は求めがあった場合には、他の金融

機関、政府関係金融機関、信用保証協会、企業再生支援機

構、事業再生 ADR、中小企業再生支援協議会等との連携を
図りつつ、できる限り、貸付条件の変更等の適切な措置等

をとるよう努める。 
 
２． 金融機関自らの取組み 
・ 金融機関に、貸付条件の変更等の措置を適正かつ円滑に行

うことができるよう、必要な体制の整備を義務付ける。（詳

細は、省令、検査マニュアル、監督指針において規定。） 
・ 金融機関に、貸付条件の変更等の実施状況及び本法律に基

づき整備した体制等を開示するよう義務付ける。 
（注）虚偽開示に関しては、罰則を付すこととする。 

 
３． 行政上の対応 
・ 金融機関に、貸付条件の変更等の実施状況を当局に報告す

るよう義務付ける。 
（注）虚偽報告に関しては、罰則を付すこととする。 

・ 行政庁は、これを取りまとめ公表する。 



 
４． 更なる支援措置 
・ 政府は、中小企業者に対する信用保証制度の充実等、必要

な措置を講じるものとする。 
 
５． その他 
・ 法律は、平成２３年３月までの時限措置とする。 

 
Ⅱ.検査・監督上の措置 
○ 行政庁は、法律の実効性を確保するために、次のような措置

を講じる。 
・ 法律の施行に併せて、検査マニュアル、監督指針について

所要の改定を行う。 
－顧客からの条件変更等の申出に対応するための態勢整備 
－条件変更等を行っても、不良債権に該当しない要件（従

来に比べて拡充） 
・ 中小企業融資・経営改善支援への取組み状況について、重

点的に検査・監督を行う。 
 
Ⅲ.その他の措置 
○ 政府関係金融機関等についても、本法の趣旨を踏まえ、貸付

条件の変更等に柔軟に対応するよう努めることを要請する。 

○ 金融庁幹部が、中小企業庁等と連携し、全国各地に赴き、借

り手である中小企業者等と直接意見交換を行う。 

○ 金融機能強化法について活用の検討の促進を図る。 
（以 上） 


